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国
民
読
書
年
に
関
す
る
決
議

文
字
・
活
字
は
、
人
類
が
生
み
出
し
た
文
明
の
崇
高
な
資
産
で
あ
り
、
こ
れ
を
受
け
継
ぎ
、
発
展
さ
せ
て

心
豊
か
な
国
民
生
活
と
活
力
あ
ふ
れ
る
社
会
の
実
現
に
繋
げ
て
い
く
こ
と
は
、
我
々
に
課
せ
ら
れ
た
重
要
な

責
務
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
近
年
、
年
齢
や
性
別
、
職
業
を
超
え
て
活
字
離
れ
、
読
書
離
れ
が

進
み
、
こ
れ
が
言
語
力
、
読
解
力
の
衰
退
や
精
神
文
明
の
変
質
と
社
会
の
劣
化
を
誘
引
す
る
大
き
な
要
因
の

一
つ
と
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

こ
う
し
た
危
機
意
識
か
ら
平
成
十
三
年
に
「
子
ど
も
の
読
書
活
動
の
推
進
に
関
す
る
法
律
」
が
制
定
さ

れ
、
さ
ら
に
平
成
十
七
年
に
は
「
文
字
・
活
字
文
化
振
興
法
」
が
制
定
さ
れ
、
具
体
的
な
施
策
が
進
め
ら
れ

た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
「
文
字
・
活
字
文
化
振
興
法
」
の
制
定
か
ら
五
年
目
の
本
年
を
「
国
民
読
書
年
」
と
定

め
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
学
校
に
お
け
る
「
朝
の
十
分
間
読
書
運
動
」
や
読
書
の
街
づ
く
り
の
広
が
り
な

ど
、
国
民
の
間
に
読
書
の
意
識
は
再
び
高
ま
り
を
み
せ
て
い
る
。

本
年
の
国
民
読
書
年
を
契
機
に
、
読
書
の
価
値
を
見
直
し
、
意
識
の
啓
発
を
目
指
し
て
、
広
く
県
民
と
と

も
に
力
を
合
わ
せ
子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で
広
く
読
書
の
気
運
を
高
め
る
こ
と
を
こ
こ
に
決
議
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
五
日

大

分

県

議

会


